
平
成
14
年
３
月
議
会
に
お
い
て
、

熊
野
町
監
査
委
員
に
石
井
肇
氏

（
71
歳
）
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

石
井
監
査
委
員
は
平
成
10
年
３

月
に
選
任
さ
れ
て
の
再
任
で
す
。

任
期
は
、
平
成
18
年
３
月
12
日

ま
で
で
す
。

平
成
14
年
３
月
議
会
に
お
い
て
、

次
の
４
名
が
熊
野
町
選
挙
管
理
委

員
に
選
出
さ
れ
ま
し
た

立

花

謹

司

（
74
歳
）

山

田

逸

二

（
77
歳
）

猪

野

明

雄

（
50
歳
）

中

村

源

吾

（
77
歳
）

任
期
は
、
平
成
14
年
３
月
30
日

か
ら
平
成
18
年
３
月
29
日
ま
で
で

す
。（

総
務
課

℡
820
―
５
６
０
１
）
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《外来の場合》
① 定額制の診療所（一部負担金を定額で徴収することを都道府県知事に届け出た診療所）

１か月に５日以上通院した場合は、その月の５日目以降の通院については負担はありません。
② 病院及び定率制の診療所

一部負担金は医療費の１割ですが、同一の医療機関での負担金額が１か月に次の額に達したと

きは、その後は自己負担はありません。

●医療機関で院外処方せんを交付されなかった方

●医療機関で院外処方せんを交付された方

※大病院：ベッド数が200床以上ある病院

《老人保健の訪問看護を受けた場合》
① 定額制の訪問看護ステーション

（訪問看護に要した費用を定額で徴収することを都道府県知事に届け出た訪問看護ステーション）

１か月に６日以上訪問看護を受けた場合は、その月の６日目以降の訪問看護については基本利

用料の負担はありません。

② 定率制の訪問看護ステーション

一部負担金は、老人保健の訪問看護に要する費用の１割ですが、同一の訪問看護ステーション

での基本利用料が１か月に次の額に達したときは、その後は基本利用料の負担はありません。

問合せ先 住民課保険年金係 ℡820－5604

改 定 前 改 定 後

１日につき８００円 １日につき８５０円

改 正 前 改 正 後
医療機関で ３,０００円 ３,２００円

大病院で受診された方は ５,０００円 ５,３００円

改 正 前 改 正 後

医療機関で １,５００円 １,６００円

薬局で １,５００円 １,６００円

大病院で受診された方はそれぞれで ２,５００円 ２,６５０円

改 正 前 改 正 後

１日につき６００円 １日につき６４０円

改 正 前 改 正 後

１か月に３,０００円 １か月に３,２００円



く
わ
し
い
年
金
知
識

（31）

あ
な
た
も
一
緒
に

健
康
づ
く
り
を

広
げ
て
い
き
ま
せ
ん
か
？

「
人
生
80
年
時
代
」、
元
気
に

自
分
ら
し
い
日
々
を
暮
ら
す
た
め

に
大
切
な
「
健
康
」
に
つ
い
て
、

自
分
の
健
康
づ
く
り
は
も
ち
ろ
ん
、

健
康
づ
く
り
を
と
お
し
た
運
動
の

楽
し
さ
を
周
囲
の
人
々
に
伝
え
て

み
ま
せ
ん
か
。

地
域
の
人
た
ち
が
楽
し
く
健
康

づ
く
り
が
で
き
る
よ
う
、
リ
ー
ダ
ー

と
な
っ
て
活
動
す
る
『
運
動
普
及

推
進
員
』
を
次
の
と
お
り
募
集
し

ま
す
。

活
動
内
容

・
毎
月
１
回
の
研
修
に
参
加

・
健
康
相
談
や
各
種
健
診
、
健
康

講
座
な
ど
保
健
事
業
の
利
用
の

す
す
め

・
基
本
健
康
診
査
へ
の
協
力

参
加
方
法

「
や
っ
て
み
よ
う
」
と
思
わ
れ

た
方
は
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま

す
。第

１
回
の
研
修
会
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

第
１
回
研
修

と

き

４
月
24
日

午
後
１
時
半
～

と
こ
ろ

西
公
民
館

そ
の
他

第
１
回
研
修
に
参
加
で

き
な
か
っ
た
方
は
、
健
康
課
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

中
央
地
域
健
康
セ
ン
タ
ー
健
康
課

℡
855

１
７
５
５

重
度
障
害
者
（
児
）
の
社
会
活

動
支
援
す
る
た
め
、
平
成
14
年
度

分
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
（
570

円
券
・
24
枚
つ
づ
り
）
を
交
付
し

ま
す
。

対
象
者

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
・
２

級
）
の
所
持
者

②
療
育
手
帳（
Ａ○
・
Ａ
）の
所
持
者

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
１
級
）
の
所
持
者

手
続
き

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳

ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
と
印
章
を
福
祉
課
に
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

※
平
成
13
年
度
分
の
未
使
用
利
用

券
の
あ
る
人
は
、
福
祉
課
に
ご

返
還
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

福
祉
課℡

820

５
６
０
５

広
島
熊
野
道
路
の
100
回
券
を
購

入
し
た
人
に
限
り
、
購
入
代
金
の

１
割
を
助
成
し
ま
す
。

※
１
年
間
で
100
回
券
４
枚
を
限
度

と
し
ま
す
。

対
象
者

自
家
用
車
で
広
島
熊
野

道
路
を
利
用
し
て
通
勤
す
る
町

内
在
住
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
所
持
者

②
児
童
扶
養
手
当
ま
た
は
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
証
書
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人

③
次
の
い
ず
れ
か
の
介
護
を
必
要

と
す
る
人
と
同
居
し
て
い
る
通

勤
者
で
、
そ
の
人
を
所
得
税
法

上
の
控
除
対
象
者
ま
た
は
扶
養

家
族
と
し
て
い
る
人

・
療
育
手
帳
、
身
体
障
害
者
手
帳

（
１
級
・
２
級
）、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
（
１
級
）
の

所
持
者

・
常
時
家
族
介
護
を
必
要
と
し
て

い
る
65
歳
以
上
の
痴
呆
性
老
人

・
寝
た
き
り
で
複
雑
な
介
護
を
要

す
る
65
歳
以
上
の
人

必
要
書
類

通
勤
証
明
書
（
福
祉

課
に
用
紙
が
あ
り
ま
す
）
、
運

転
免
許
証
の
写
し

※
こ
の
ほ
か
、
対
象
者
に
よ
っ
て

は
、
必
要
書
類
が
変
わ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
福
祉
課
へ
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付

４
月
１
日

～
22
日

問
合
せ
先

福
祉
課℡

820

５
６
０
５

老
齢
基
礎
年
金
裁
定
請
求
書
の

提
出
先
が
か
わ
り
ま
す
。

●
国
民
年
金
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
加
入
期
間
だ
け
の
方

↓
役

場
へ

●
国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者

期
間
の
あ
る
方

↓
社
会
保
険
事
務
所
へ

（
住
民
課
保
険
年
金
係

℡
820

５
６
０
４
）

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険

者
の
手
続
き
の
提
出
先
が

変
わ
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、
ど
の

よ
う
に
変
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

国
民
年
金
の
第
３
号
被
保

険
者
（
厚
生
年
金
等
の
配

偶
者
）
該
当
届
出
は
、
本
人
が
町

の
窓
口
へ
届
出
を
行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
平
成
14
年
４
月
か
ら

配
偶
者
（
第
２
号
の
被
保
険
者
）

の
勤
務
先
を
経
由
し
て
健
康
保
険

の
被
保
険
者
の
届
出
と
一
緒
に
、

社
会
保
険
事
務
所
へ
提
出
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
配
偶
者
が
転
職
・
退

職
さ
れ
た
場
合
に
は
、
第
３
号
被

保
険
者
本
人
が
国
民
年
金
に
加
入

す
る
届
出
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
パ
ー
ト
な
ど
の
収
入
が

増
え
て
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た

と
き
も
届
出
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
先

住
民
課
保
険
年
金
係

℡
820

５
６
０
４
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Ａ



４月７日 豊 田 医 院 TEL854－2181

４月14日 瀬 尾 医 院 TEL854－2222

４月21日 藤 田 医 院 TEL854－0707

４月28日 大 瀬 戸 医 院 TEL854－8585

５月５日 倉 田 医 院 TEL854－7050

☆電話番号、特に局番をよく確かめておかけください。
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４月の保健行事
４月の当番医

行 事 月 日 等 場 所 時 間 内 容

健 康 相 談

１日（月） 東 公 民 館 10:00～11:30

妊婦・生活習慣病予防などの相談に応
じ、血圧測定・検尿・健康体操を行い
ます。母子健康手帳の交付等を行いま
す。

８日（月） 西 公 民 館 10:00～11:30

10日（水） 新宮老人集会所 13:30～15:00

15日（月） 西部地域健康センター 13:30～15:00

17日（水） 城之堀老人集会所 13:30～15:00

24日（水） 町 民 会 館 10:00～11:30

す く す く ク ラ ブ

（ 育 児 相 談 ）

１日（月） 東 公 民 館 13:30～15:00

乳幼児の身体測定、子育て・発達、栄
養（離乳食）等の相談に応じます。

８日（月） 西 公 民 館 13:30～15:00

15日（月） 西部地域健康センター 10:00～11:30

22日（月） 町 民 会 館
10:00～11:30

13:30～15:00

ニ コ ニ コ 教 室 11日（木） 町 民 会 館 13:30～15:00 肥満・糖尿病予防のための教室。

予

防

接

種

ポ リ オ

３日（水）
町 民 会 館

〈受付時間〉
生後３～90か月の乳幼児対象。
投与前後１時間の食事は控えましょう。
春、秋２回投与
（春１回目の人は秋２回目を受けます）

23日（火） 13:15～14:00

４日（木） 西 公 民 館
〈実施時間〉

13:30～14:00

マ ス カ ッ ト キ ッ ズ 12日（金） 町 民 会 館 10:00～11:30
双子、三つ子ちゃんの集いの場です。
いっぱいはなしましょう！

春
は
ス
タ
ー
ト
の
季
節
で
す
。

新
し
い
環
境
に
入
り
、
新
し
い
人

間
関
係
が
始
ま
っ
た
方
も
多
い
こ

と
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
中
、
ス
ト
レ

ス
を
感
じ
る
機
会
も
多
く
な
り
ま
す
。

ス
ト
レ
ス
を
理
解
し
、
ス
ト
レ
ス
に

負
け
な
い
生
活
を
送
り
ま
し
ょ
う
。

●
ス
ト
レ
ス
を
理
解
し
よ
う

ス
ト
レ
ス
と
は
外
界
の
変
化
に

対
し
、
適
応
し
よ
う
と
身
体
や
心

に
起
き
る
反
応
で
す
。
ス
ト
レ
ス
は
、

障
害
を
回
避
し
た
り
、
新
た
な
課

題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
場
合
な
ど
、

生
き
て
い
く
の
に
必
要
な
反
応
で

す
。
し
か
し
、
過
度
の
ス
ト
レ
ス
が

続
く
と
、
精
神
や
身
体
活
動
に
悪

影
響
を
与
え
、
生
活
意
欲
や
労
働

意
欲
の
減
退
を
招
き
、
こ
こ
ろ
の

病
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

●
ス
ト
レ
ス
に
負
け
な
い

生
活
習
慣
を
…
…

本
来
ス
ト
レ
ス
は
あ
っ
て
普
通

で
す
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
力
を

私
た
ち
は
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

人
間
は
ス
ト
レ
ス
と
共
に
成
長
す

る
も
の
で
す
。
次
に
あ
げ
る
よ
う
な

対
処
法
を
身
に
付
け
、
ス
ト
レ
ス

に
強
く
な
る
よ
う
に
精
神
を
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
し
ま
し
ょ
う
。

①
趣
味
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。
気
分

転
換
に
な
り
生
活
に
張
り
が
出

ま
す
。

②
体
を
動
か
し
ま
し
ょ
う
。
自
然

に
心
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
さ
れ
ま
す
。

③
自
分
に
も
他
人
に
も
完
璧
を
求

め
す
ぎ
な
い
。

④
悩
み
を
相
談
し
た
り
無
駄
話
が

で
き
る
友
だ
ち
を
持
つ
。

⑤
過
ぎ
た
こ
と
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。

⑥
自
分
に
嘘
を
つ
い
た
生
活
は
疲

れ
ま
す
。な
る
べ
く
、
自
分
の
気

持
ち
に
素
直
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

⑦
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
は
腹
を
た

て
な
い
よ
う
、
お
お
ら
か
な
気
持

ち
で
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

⑧
ひ
が
み
は
自
分
自
身
に
と
っ
て

も
、
対
人
関
係
に
と
っ
て
も
大

き
な
マ
イ
ナ
ス
で
す
。
ひ
が
ま
な

い
努
力
を
し
ま
し
ょ
う
。

⑨
前
向
き
に
不
安
を
解
決
す
る
努

力
を
し
ま
し
ょ
う
。

⑩
睡
眠
、
食
事
に
よ
り
健
康
を
維

持
し
ま
し
ょ
う
。

心
と
体
の
ご
相
談
が
あ
る
か
た

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
健
康
課

℡
855

１
７
５
５
）


